
150（体育館）
50（体育室）

250

学校体育施設開放事業　照明料（実費弁償額）一覧

※体育館や夜間照明をご利用の団体については、３か月ごとに別添「学校体育施設照明使用記録簿」に、照明料（実費分）をご記入の上、スポーツ振興課にご提出ください。
   なお、スポーツ少年団や子ども会等、青少年の健全育成等を目的としてご利用になる団体については、照明料が免除されますので、記録簿の提出は不要です。
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